
■法定給付サービス　基本分（食費を除く）

※介護保険料を滞納された場合、利用者負担金が10割負担になる事もあります。

■法定給付サービス　加算分（主な内容）

※他の加算金につきましては、施設へまでお問い合わせください。

常勤の看護師を1名以上配置している場合

個別昨日訓練指導加算 120円 12円 360円

看護体制加算Ⅰイ 40円 4円 120円

機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別

機能訓練計画を作成し実施した場合

常勤医師配置加算 250円 25円 750円
常勤の医師を1名以上配置している体制がある場

合

初期加算 300円 30円 900円
入院日から30日以上の期間。

30日以上の入院後の再入居も同様に算定

外泊・入院時　加算 2,460円 246円 1,476～2,952円
病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認め

た　場合(月6～12回限度)

要介護５ 8,940円 894円 １か月（30日）あたり　26,820円

1日または1回あたり １か月（30日）

あたり
備　　考

サービス費（10割） 利用者負担金（1割）

要介護３ 7,8620円 762円 １か月（30日）あたり　22,860円

要介護４ 8,280円 828円 １か月（30日）あたり　24,840円

要介護１ 6,250円 625円 １か月（30日）あたり　18,750円

要介護２ 6,910円 691円 １か月（30日）あたり　20,730円

介護老人福祉施設　白川の里　料金表（ユニット型個室）

1日あたり
備　　考

サービス費（10割） 利用者負担金（1割）



■法定給付外サービス費用（食事や光熱、水などの居住費）

 ●食費　300円（1日あたり）　　■居住費　820円（1日あたり）

　・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。

　・生活保護の方。

 ●食費　390円（1日あたり）　　■居住費　820円（1日あたり）

　・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。

 ●食費　650円（1日あたり）　　■居住費　1,310円（1日あたり）

　・世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。

　・市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある方。

 ●食費　1,380円（1日あたり）　　■居住費　1,970円（1日あたり）

　・上記以外の方。

※食費・居住費の負担限度額は保険者への申請により決定しておりますので、詳細などは施設へお問い合わせください。

■介護保険給付とならないサービス

※これらの費用について、立替払いを行う必要があることから、一時預かり金としてご入居時に2万円お預かりさせていただいております。

介護保険料　第２段階

介護保険料　第３段階

標　　準

日常生活に要する費用で

本人の負担となるもの

 ・金銭出納管理及び保管等サービス費用　※40円（1日あたり）

 ・持ち込み電気製品の電気代　※電気製品1品目につき10円（1日あたり）

 ・日常生活品の購入代金、医療費、散髪・理美容代　等　※実費となります。

 ・レクリエーションやクラブ活動に関する材料費　※実費となります。

介護保険料　第１段階

介護老人福祉施設 白川の里

TEL. 096-380-5891

（受付時間 9:00～17:00） ※土日、祝日可


